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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第４区分
【発行日】平成29年8月31日(2017.8.31)

【公表番号】特表2015-525289(P2015-525289A)
【公表日】平成27年9月3日(2015.9.3)
【年通号数】公開・登録公報2015-055
【出願番号】特願2015-514531(P2015-514531)
【国際特許分類】
   Ｃ２２Ｃ  29/16     (2006.01)
   Ｂ２３Ｂ  27/14     (2006.01)
   Ｃ２２Ｃ  29/00     (2006.01)
   Ｃ２２Ｃ   1/05     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ２２Ｃ   29/16     　　　Ｇ
   Ｂ２３Ｂ   27/14     　　　Ｂ
   Ｃ２２Ｃ   29/00     　　　Ｄ
   Ｃ２２Ｃ    1/05     　　　Ｍ

【誤訳訂正書】
【提出日】平成29年7月21日(2017.7.21)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ｃＢＮ材料の製造方法であって、
　ｃＢＮ粒子と、アルミニウムと、Ｔｉ（ＣxＮyＯz）a粉末とを含む粉末混合物を提供す
る工程と、
　前記粉末混合物を粉砕して粉末配合物を形成する工程と、
　前記粉末配合物を成形して成形体を形成する工程と、
　前記成形体を６５０～９５０℃の温度で予備焼結して、予備焼結体を形成する工程と、
　前記予備焼結体を高圧高温処理してｃＢＮ材料を形成する工程と、
を含み、
　前記Ｔｉ（ＣxＮyＯz）a粉末について、０．０５≦ｚ≦０．４であることを特徴とする
方法。
【請求項２】
　前記Ｔｉ（ＣxＮyＯz）a粉末が、前記粉末混合物の総乾燥粉末重量の１０～７０ｗｔ％
の量で提供される請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記Ｔｉ（ＣxＮyＯz）a粉末について、０．０１≦ｘ≦０．９５、０≦ｙ≦０．９５、
及び０．０５≦ｚ≦０．４である、請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記Ｔｉ（ＣxＮyＯz）a粉末について、０．３≦ｘ≦０．９５、０≦ｙ≦０．５、及び
０．０５≦ｚ≦０．３である請求項１～３の何れか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記Ｔｉ（ＣxＮyＯz）a粉末について、０．９≦ａ≦１．１である請求項１～４の何れ
か一項に記載の方法。
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【請求項６】
　アルミニウムが、前記粉末混合物の総乾燥粉末重量の１～１０ｗｔ％の量で提供される
請求項１～５の何れか一項に記載の方法。
【請求項７】
　Ｗは、該Ｗの量が前記ｃＢＮ材料の１～１２ｗｔ％であるように添加され、Ｃｏは、該
Ｃｏの量が前記ｃＢＮ材料の０．５～９ｗｔ％であるように添加され、ここで、Ｗ／Ｃｏ
重量比は１．０～２．０である請求項１～６の何れか一項に記載の方法。
【請求項８】
　前記Ｔｉ（ＣxＮyＯz）a粉末の一部が、化学量論的ＴｉＣ、ＴｉＮ、及び／又はＴｉＣ
Ｎにより代替される請求項１～７の何れか一項に記載の方法。
【請求項９】
　粉砕液を前記粉末混合物に加えてスラリーを形成し、粉砕の後に乾燥操作を行って前記
粉末配合物を形成する請求項１～８の何れか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記乾燥操作が噴霧乾燥により行われる請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記予備焼結が約８５０℃～約９３０℃の温度で行われる請求項１～１０の何れか一項
に記載の方法。
【請求項１２】
　前記高圧高温処理が、約５．５～７．５ＧＰａの圧力と約１３００～約１６００℃の温
度で行われる請求項１～１１の何れか一項に記載の方法。
【請求項１３】
　請求項１～１２の何れか一項に記載の方法に従って作成されたｃＢＮ材料。
【請求項１４】
　切削工具として使用される請求項１３に記載のｃＢＮ材料。
【請求項１５】
　ｃＢＮ粒子と、Ａｌ２Ｏ３相と、ＴｉＣ、ＴｉＮ及び／又はＴｉＣＮのバインダー相と
、Ｗと、Ｃｏとを含むｃＢＮ材料であって、
　前記ｃＢＮ材料の商Ｑが＜０．２５であり、
　ここで、前記商Ｑが割合Ｆの平均値と含有量Ｃとの間の商であり、前記割合Ｆが、２０
００～８０００倍拡大のｃＢＮ材料のＳＥＭ画像において、Ｗ及び／又はＣｏを含むアイ
ランドの総面積がｃＢＮ材料の総面積に対して占める割合％であり、前記割合Ｆの平均値
は、ｃＢＮ材料の選択された領域を撮影したＳＥＭ画像の１０枚の異なる割合Ｆに基づい
て算出され、前記含有量Ｃが、前記ｃＢＮ材料中の前記Ｗの含有量（ｗｔ％）であること
を特徴とするｃＢＮ材料。
【請求項１６】
　商Ｑが＜０．１５である請求項１５に記載のｃＢＮ材料。
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